






御木本幸吉翁略年譜

安政5王手(1858) 1月23日三三重県志摩郡鳥羽町のウドン屋「阿波平」の長男として生まれ

る。

明治11年(1878) 211家授を相続し、 3月東京、成浜等を見学旅行する。このとき真珠の

取引に興味を拘いて帰る (20才)

明治13汁‘(1880l 鳥羽町ヅτ議員に選ばれる。この頃海産物の取引き(ズ黙真珠を合む〉

に手を染める。 (22才)

明治14年(1881) 志摩問箆iEi評会委員、三議県勧業委員、鳥羽開j学務委員となる。

10月久米うめと結婚する。 (23才)

明治17年(1884) 9月三重県勧業務問委員となる。 (26才)

明治18年(1885) 2月三議県n司法会談同となる。 (27才)

明治n年(1888) 9月11日神明浦/こ真珠貝の義組を試みる。 (30才)

明治23年(1890l 3月第3凹内国拘禁博覧余に真珠、真珠貝その他を 11:叩1 し、 ~trij与を~tけ
る。 (32才) 9月神明浦に養殖喝を設け、真珠の養殖について試験を始める。 (32才)

明治24年(1891) 農商務省水注局の依頼により、英虞湾皇室真珠貝の広島県厳島への移殖

卒業を担当する。 (33才)

明治25年(1892) 11月利i明澗に赤潮発生し、養殖'jCTの真珠貝全滅する。 (34-:t)
明治26年(1893) 4月世界博覧うでに真珠および呉珠貝を，'+'，品する。

7月11日養殖試験中の真珠貝より、始めて半円真珠を発見するO

10月多徳島に真珠養殖場を設置する。 (35才)

明治29竿(1896) 1月27日半円真珠養殖に関する特許権(第2670弓「真珠素質被語法J)を

得る。 (38才)

明治32年(1899) 3月京京に御木本勢D;'1iJ古を開く。 (41才)

明治41年(1908) 2月13日真円呉株安嫡に関する特許権 (trn3673号「真珠素質被策法J)

を得る。 7月五ケfJi湾Jこ真珠養殖地を経営する。 (50才)

明治43年(1910) 12月 10 日半円真珠の特許権(首~2670ÞJ)の存続期間向う 10ヶ年延長さ

れる。(臼才)

大正フじ年 (1912) 11 月 5 日大群院判決をもって、かねてより係争仁fc，の特許tr~2670宅?をめぐ

る特許権侵害事件の最終的な解決を見るo (54才)

大JE8年 (1919) いわゆる余巻式;と呼ばれるところの真円真珠養líi\l~こ関する特許権(第

33640号「真珠素質被育法J) を得る。 (~)294090LI真珠素質被諸法j大正5年5月 1 日の改
良) (61才)

大正12年(1923) 3月19日南洋ノごラオ群島中に御木本真政養殖場を開く。 (65才)

大正13年(1924)1月10[，1岱内省、御用途となる。

11月9日寅族涜議員iこ当選o (66':Y) 

昭和 4年(1929) 3月鳥羽真珠が島に養殖場の設備を整える。C7l:tl

昭和7年 (1932) 9月日本養殖真珠水産組合が結成され、その組長となる。 (74才)

昭和16年(1941) 真珠護婦業企業整備。 (83才)

昭和26年(1951) この頃より真珠養子直業者急増、現在の盛況に至る。 (93才)

H昭和29年(1954) 9月21日没、 (96才)

(乙竹場造著「伝記衛J水:本幸r~:{JjWJ談社、その他の資料による)



昭和34年度の真珠筏規制について様

平 賀太 寿雄

(三重県庁水産課真珠係)

実珠及び真珠貝計画生産の励行を図ると共に、密殖を防止して翼珠の品質向

上と価格の安定を図るため、養殖筏の登録制を通じての筏規制が実施されてか

ら2年を経過し、日下来るべき34年度の規制j実施について各地区実施団で検討

が進められていること L存てますので、以下街l参考までに筏規制の年次計画、

規制の実績、 34年度規制j方法等の概要につきまして述べて見たいと存じます。

1. 筏規制年次計画

真珠筏

32年度登録筏数90，000台を 3ヶ年計画をもって40，000台を減じ、最終日標

台数を50，0∞台とする計画になっています。(第 1表，第 l図参照)

真珠貝筏

真珠筏の規制に伴い珠業者が保有している母貝筏は遂次減少するよう指導

し、将来珠業者は母貝の育成をしないこと Lし母貝養嫡業者が十分これを

供給し得るような体制にもって行く、そのため真珠貝茂は当分の問現版

(21， 000台)を維持することにする。

採苗 筏

冥珠員生産計画に基づく必要稚貝の確保に要する最小限の筏数にする。

(第 1表〉 養殖用筏の規制計画表 G3.215.決定)

~之とI 32年 132年: I 34年 I35年|備 考

減 枠| ム 11T E戸内制 -til 1C J:NiBI 滅枠台数
一摩擦!二三日空 12，000"" 16，竺比四台一

一詩型，176 78と叩一戸タリ1，000 一一一

真珠貝!21， 959 I ク 1; " 

採 町 山 I 3，000 I 円 。 I当分現状維持

※ 1959年 1月10日受理
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(第 1悶〉 真珠養殖筏数と養殖密度推移表

10万台 50坪

筏 数 議硝密度円台当区

2. 昭和33年度の筏規制実績

33年度の筏規制につきましては関係者各位の御理解ある御協力と、各地区

笑施団委員の御尽力とによりまして略所期の目的を達することが出来まし

た。その扶況は第2表の通りであります。

(第 2表〉 昭和33年度筏規制実績表 <33.12.末現在)

種 yjlj 備 ヨ号

真 珠 9，回3 増加数内択

相賀大池漁場分l

真珠貝 3m 。 307 21.621 i顕著l
採 苗 1，267 。1，267 2，邸2

計 2，509I 

又規制の実施状況について、筏の最も増加した10月に実地調査した実際の

浮設筏数、並びにこれと昨年の登録筏数とを比較した結果は、第3表及び

第2図の通りで、密殖:71場が戎る程度緩和されたことがうかがえます。特

に筏 l台当りの区画漁場面積が 132m2 (40坪)に達しないような密殖漁場

が相当緩和されています。又同時に調査した真珠貝筏の欣況は第4表の通

「
ー- L， 



りで、登録台数と実際の浮設数とに 2，200台程の差がありますのは秋期の

母貝販売宜後であったこと L、稚貝不作によるためと思われます。その後

11月から12月にかけて稚貝 22，500kg (6， 000貫)が購入移摘されましたか

ら筏数は1.500~ 2， 000台が増加、し略登録台数に達したものと思われます。

日
品
調
判
明
品
川
却
崎
四
四
一
泊

「
ー
両
川
一
7
1川
一
日
ー
盟
初
日
一
け
1
1
1
r問
団
一

一
)
古
門
J
7
J
一
寸
i
1
上
一
Q
U
門lfla門J一
R
u
q
M円
U
つ全
Q
d
q
u
一

一
'
一
前
ロ
一
即
日
一
川
明
白
扇
町
一
臼
担
?
泣
一
回
口
一

一叶畑一

15一
一
L
Z
一
一
一
一
ら
ム

一
叩
ー
で
謝
一
引
制
一
印
加
一
誠
一
泊
則
一

J
m
m一

三

面

倒

一

一

一

つ

J
Z一
一

一

主

主

較
説
明
一
白
羽

mm凶
m
m一
お
…
自
制
一
山
邸
調
一

比
一
昨
冊
一
一

L
…
門
会
一
一
一
ユ
ら
一

室
主
川
1
3
d
E
一
引
回
一
号
百
一
5

叩

r
L
q
a
g
o
-
3
6一

割
一
J
1
4
一
幻
況
一
%
日
…
幻
盟
問
幻
一
必
回
一
一
的
必
一

的
一

m
M一
j
i
一
:
し
つ
ま
工
一
一
…
ふ
主
一

新
一
切
嚇
一
ム
川
強
制
問
一
週
劉
一
誠
一
盟
問
則
一

別
両
川
円
ト
|
一
刈
出

ιー
も
…
一
1
1
l
一
一
川
1
0
一

誠
一
哨
哨
一
白
羽
目
一
印
刷
-mm
邸
側
…

ω一段則一日制一
m
m一

地

雨

明

一

一

L

一Z
ら
一
乙
一
一
l
l
一
旧
竹
中
一

筏
一
目
一
向

5
1
1
1
4
4一5
2
6あ一

f一

球
一
川
崎
…
自

ω一日
ω一
万
旦
お
お

zm別
古
田
一
回
目
一

期

一

川

恒

一

L
L
U日一
L

L

L
一
一
同
協
一

j

3…
d
m劉
一
間
一
割
塑
認
知
市
一

ベ
コ
一
身
初
一
一
一
仏
ら
一

L
L
Z
一

5
t

恒
ヌ
ア

J
i
n
-
-
1
l
l
一
一
1
」
一
一
一
…
1
ム
一

-3
一
宮
一
台
車
問
刻
一
割
…
鰐
認
否
認
一

事
一
叫
~
…
一

L

一行山戸弘一つ山

L
3
L一L

一つ山ハ
ω
一

空ン一t:1HMV
「
iij一
;
1庁
μ

一ipili-
「
I
L
i
-
-弓ム

1
一

f
¥
一
積
一
-
一
i
l
i
-
-
一
|
|
一
l
|
|
一
i
j
一
f
l
i
-
-
H
H
一

一
刊
一
数
一
年
年
一
年
年
一
年
年
一
年
半
一
年
年
一
年
年
一
年
年
一

一
回
一
袋
一
お
お
泣
お
幻
お
一
白
羽
目
お
幻
お
一
泣
お

一
喝
一
、
一
p
i
l
l
i
-
-
ー
ー
一
一
i
!
;
L
1
1
1
1
1
ァ
一
|
|
|
一

一
日
ご
一
羽
一
湾
一
湾
二
尚
一
島
一
州
一
一

一
一
¥
区
一
一
矢
一
虞
一
明
…
一
一
計
一

一
『
点
鳥
一
的
一
英
一
五
一
南
一
紀
一
一

(第 4表〉 真珠貝筏地域別台数表 (33.10.調)

f也 区 登録台数 浮設台数 備 考

l鳥 羽 0 台 。台

的 矢 湾 7 6 4 7 - 29台
英 虞 )1'4 2， 947 2， 4 7 7 -490 
五ケ所湾 7， 027 6， 27 7 ← 750 
南 島 5. 8 6 7 5. 357 -510 
紀 j'i'I 5. 704 5. 2 5 4 -450 

計 2 1， 6 2 1 1 9. 4 1 2 差引計(-2.2ω台:

3. 昭和34年度の規制実施方法

昨年11月29日と 12月22日の雨日に瓦り、県真珠養殖事業審議会を開催し検

討した結果、次のような方法で規制を実施することになりました。実施に

当りましては地匹実施団とよく協議して進めて行くことになっています。

真珠筏

さきに決定された規制年次計画による34年度減枠目標筏数12，000台を次の

方法によって規制する。

1) 事業縮少に伴う規制 (減枠目標2，800台)
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10月最盛期における実際の浮設筏数と登録筏数との涯を減ずる。(その差

約3，2∞台)

但し調査時以降において施術し筏の増加が在住:認出来るもの、その他特別

の事情のあるものについては地区実施団の意見を聞いて考麗する。

2) 県外進出に伴う規制(減枠目標1，200台)新に県外へ進出するものに

ついて、昨・年度同様真珠貝10，000貝につき筏3台の割合をもって減ずる

施術計画貝数 200万貝筏600台

移殖計画貝数 200万貝筏600台

計 400万貝筏1，200台

3) 養殖密度に応じた規制(減枠目標8，0∞台)漁場の養嫡密度に応じ、

i手設筏数の13%~5%に相当する筏数を別表(第5表)の基準によって滅ず

る。

養殖密度が330m2(100坪)以上(筏l台当り[R函漁場面積)の漁場につい

ては規制は行わない。又所有筏数が15台以下の者についても規制は行わな

し、。

但し養嫡密度が132m2(40坪)未満の場合は132m2に達するまで13%を

限度として減ずる。

(第 2図〉 真珠養殖密度表

台

25.000 

20000 

J 5.000 

10.000 

5.000 

ク筏/時;129 

一一

49 59 69 79 Sヲ 99
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(第 5表〉 養殖密度による筏規制率表

日干|ト竺Pi…-ll l 
F!i I( ~29Þl' )I(3ω0一3ω9的州〕刊1(40---49州)1(5弱0一閃)1(6伺0-69)1(70-一7拘9ノ1ポ1(8ω0一約〉氷1(9ω0一9ω9)1(100-)1 P I 

一一一一一「一%一一一一←丁一一一丁一一百克「一

規制率 i1臼3I " I 11 I 10 I " I 7I 11 I 5 I o I 

問 1泊刃 可帆円 i 台「| | : ! ! | ! i ! 
寝J∞J 薮 11川臼判|叩刊.077叩力穴わ|Fl山苅可|ω4i 7，都制判6可|悶 11叩01山 2|百羽別.1回 j 

減枠目標 | ー-11J i l l d J 1 1 
筏数 11.32111. 1341 2.ω01 L 2271 8241 52司制 1911 。17.681 I 

真珠貝筏

引続き現欣を維持すること Lし、漁場別の筏数については翼珠貝計画生産

の達成を図るため昨年筏登録の際示した「筏 l台当りの真珠貝責任生産目

標量 75kg(20〆)Jの達成の朕況、漁場面積、母貝、稚貝の保有;伏況等を

勘案し!果真珠貝漁協の意見を聞いて決定する。

採苗筏

昨年度同様3.000台以内とし、漁場別の筏数については優良種苗の確保を

図るため採苗成績のよい漁場に重点的に筏の割当を行うよう考慮し、又で

きる限り漁協の直営とする等の方法を指導し各漁協間に種市の融通が円滑

に行われるようにする。

規制事務日程

真珠筏規制事務は一応次のような臼程によって各地区実施団と協議しなが

ら進める予定になっていますから関係者各位の街n竪解ある御協力を重ねて

お願い申し上げる次第です。

期 臼 事 項

1 月上旬 上記の規制基準による漁場別減枠筏数の内示

1 月下旬 内示実に基く第l次突施団との1協議(実施団毎に)

一一一一一一 ~ 

2 月下旬 第2実施団との打合

3 月上旬 規制の具体案内定

4 月 登録申請
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化繊線網 に よ る 真 珠 貝採苗試験※

国立真珠研究所・養殖研究室

まえがき

本年6丹、島根県の中海におけるナノレポクの採苗に日本製網製来※の線網で

試作した採苗器を試験的に使用したが、結果が比較的良好であったので実珠貝

の採苗にも試験的に使用してくれとの依頼があったが、当所においても予て杉

棄の採首器については採市揺としての性能は別として、この採苗器を大量に使

用した;場合に漁場に及ぼす影響(例えば杉楽に付若した付蒼生物の離競沈下等

による~旬、場の悪化)等につき関心を持っていたので採苗器としての必要条内二で

ある網地の。固さ。について特別に加工が可能であれば試験を引受けることを

受諾しておいたが、間もなく樹脂加工された線網が送られて来た。

しかしながら、既に採市時期も追っていたので、採苗器の構造等については

充分な考慮を払う余裕のないま Lに、試験地として当所多抱島臨海実験所地先

海面と内瀬漁協の漁場を選び実施したが本報告は後者における試験結果の概要

であるO

材料並びに方法

1. 採苗器の材料並びに構造

日本製網KKで特別に樹脂加工した摂網 (2分目、白・黒地)を使用し、これ

図 1 採苗器の構造

蕊蕗霞

1"""'¥ 

##体件材##綬

斗廿仲村朴件件十銅
唱，
‘2・

側面図

60em 劉竹

員長 1958年12月受理

※来 日本製網株式会社福山工場(福山市西町)
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を長さ3mlこ切り、六ヅ折りにしたものを図の如くトランク型にして使用した。

2. 試験期間

白 昭和33年7月9日(採苗器設置)

至 同年11月7日(採苗器取揚げ)

3. 試験方法

採首器(白・黒各10個)の垂下位置並びに垂下深度は図2の如くし、 11H照と

して杉葉採苗器を 6個垂下した。

図 2. 採苗器のま長下位置と深度

・0 ・0 ・0

0 ・0 ・0 ・
・0 ・0 ・0

0 ・ 口 口口

口口口
1. 2m 1.7 2.5 

(阻 1.0 棚白. 欄黒、口杉菜)

2.数字は垂下深度(m)

即ち採苗器の垂下深度・材料別の個数を一括表示すれば表 1の通りである。

1. 附差数量

表1. 深度、材料別採苗器数

lぷj二円杉m~I 白菜

採苗の結果

採苗の結果を耳元纏めたのが表2である。この表のA.B. Cは下記の如く採苗
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の深度、色別の群を示したものである。

A………垂下深度1.2m、網地白色

B………同 上 グ黒色

C………同 1.7m グ白色

D………同 上 。黒色

E………同 2.5m グ白色

F……・日間 上 グ黒色

なお杉葉は採{官器設置期間が長かった上に、数度の台風のため樹皮が完全に

剥離して付着しているものがなかった。

表 2. 採苗成績

内 訳

B I 117 I 41. 2 

fltlz:::::( 

註 ( )内数字は採筒器 l個当りの個数並びに重量

2. 付着稚貝の大きさ

付蒼稚貝の大きさは F群の全部(202個)について測定したが殻長別の付着

割合は図3に示す通りである。

なお表2で大としてほ別したのは殻長 166mm以上のものである。

付着稚貝の成長度を測定した場合には、一般に小さい方に傾斜の大きい図の

如き型の組成を示すものであるが、それにしても10mm以上のもの L傾斜があ

まりゆるやかな点から、附着が少くとも点線の如く 2回か或いはそれ以上に亘

って行われたものと推測され、小さい群は 9月に出現した浮活字仔貝群の付着し

- 8-





らの脱落を防止し、再付-着さすことが可能である。

3. 付澄稚貝は杉葉の採苗器に比べ離脱しにくいから採取は他の作業の閑散

な時にすることができる。

4. 本試験においては比較できなかったが、潮通しが杉葉の採首器に比較し

て良好・であるから付蒼稚貝の成長は杉葉採首器のものよりも良好と推察され

るO

5. 杉葉付着器より軽く、操作が簡便であり、更に予め準備しておくことが

できるので津波仔貝の出現朕況に応じて設置することができる。

6. 漁場を杉葉採市器程に汚さない。

7. 数年使用することが可能である。

8 以上の如き利点はあるが、購入時には一時的に資金が多くか Lる。

9. 豊作の際には大きさは別として、付着面積からして杉葉の方が多く付着

するのではないかと想像される。

因みに本試験の結果から、この採苗器を筏に100本・3段吊りにして計300偲を

垂下したと仮定してその採取量を推計するとすれば

大形稚貝の場合

0.022〆x(3個x100本)=6.6〆……約8，500個

小形稚貝の場合

0.0015〆x(3個x100本)= O. 45〆約9，∞0偶

となり、今年の如く凶作の年でも内瀬漁協の全組合員では採苗用の技60台とし

て、 (6.6〆+0.45〆) x60=423〆の採取量があったことになり、今年の不況

を幾分でも補うことが出来たのではなかろうか。

「卵抜き」とアコヤガイの疲弊について※

蓮 尾 真 澄

{国立真珠研究所大村支所)

本年の養殖νーズシも愈々大詰を迎えんとしている折柄、こ Lに「卵抜き」

の問題をとりあげるのは、季節的にみて、あるいは当を得ていないかも知れま

※「しんじゅ」第35号より

ハリ
司

i
l
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せんが、避寒が終り、春先のνーズシ開始ともなれば、毎年のように先ず当面

するのが、この「卵抜き」作業です。現在の施術様式においては否応なしに一

度は経なければならぬ関門であり、仕事を計画通りに進めていくことが出来る

かどうかも、ーにこの作業の如何に係っていると云っても過言ではない程の大

きな支配的意義を持っているようです。しかも、その作業たるや、繁雑な手聞

がか L り、時期的には多くの日数を必要とし、下手をすれば貝を衰弱させて直時

の使用に耐えないようにするといった厄介な性質を帯びているので、業者・の方

にとっては最も関心を持たれるわけで、口を開けば必ず「卵抜き」の問題が飛

び出すのも無理からぬ話であると思います。問題が切実であるだけに、業者の

方も経験的に色々の方法を会得し、現在では或程度の成功を収めているようで

はありますが、必ずしも満足すべき結果は得られていないようです。労力を少

くし、効果的で、貝の疲弊含最少限度に喰い止め得るような方法の案出が最も

望ましいと思いますが、根本的には、貝の生殖素の生成、産卵機構が解明さ

れ、産卵を誘発する因子の発見、環境要因との関連等をも迫及されるべきだと

思いますので、科学的基盤の上に立つ最も合理的な方法を見出すためには、相

当の期間が猶予されるべきではないでしょうか。

さて、現在行われている「卵抜きJの方法は、貝の生活環境を悪くして目的

を達するということが根本手段となっているようです。つまり、人為的に放卵

させるためには、相当に貝を苦しめる必要があるという考え方が支配的のよう

です。少くとも、 「卵抜き」が潮通しの悪い竹寵への極端な収容密度の下にお

いて行われるという一事をもってしても云えることだと思います。その結果と

して、貝自体の健康状態に封しても好しからざる影響を与えていることは否め

ない事実です。貝の健康吠態と生成される真珠の品賀とは密接不離の関係を持

つものと思いますので、挿核前の「卵抜きJ操作に困る貝の疲弊の度合が、珠

の品質にまで影響を残すかどうかも検討の必要はないでしょうか。若し、影響

なしとすれば、より一層の効果をあげるために或程度の強行手段がとられでも

差支えないわけですが、影響が現われるならば、当然この問題についても関心

を払うべきではなかろうかと思います。

さきの「しんじゅ」第22号においても述べてありますが、二枚貝の消化管内

には、粁晶体というゼラチシ様の淡黄色をした棒校体の物質が存在していて、

消化液の源をなしていますが、この杯品体の生活環境の変化に伴う消長は、個

体の健康、不健康を認知する標準になるとも云われています。そこで、まず、

粁品体を指標として、 「卵抜e-Jによって貝の健康!伏態がどんなにそこなわれ

るか、又、操作の相違が、粁晶体の消長にどのような結果をもたらすかを調べ
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るための試験を行い、次いで珠の品質への影響をみるために挿核を実施し、現

在養成中でありますが、今回は前者について、その概要をお知らせしたいと思

います。

本試験では、大村産養殖3年員780個を使用し、内30個を「卵抜き」前の粁晶

体の測定に当て、 7501闘を貝掃除後、 「卵抜きj用竹寵に各2501個宛3龍に分配

収容した後、次の方法により「卵抜きJを実施しました。

(1)地活け法

竹筏に浅吊りし、 3日後とりあげ、足糸を手で切り、地活け場(子潮時の水

深約30糠)に移し、 513毎に足糸を手で切る。

(2) 浅吊り深吊り法 (A)

竹筏に浅吊りし、 3日後より毎日午前10時頃浅吊りし(寵の上国が水面下約

30糠)、午後4時頃深吊りする(龍の上国が水面下約3米)。

(3) 浅市り深吊り法 (B)

竹筏に探吊りし(約3米)約 1週間毎に満ち潮の込みばなに浅吊りする(約

30糎)。以上いづれも隔日毎に寵を反覆して、下積み員の衰弱を極力防止する。

(業者の方の中には、地活け法と浅吊り深吊り法を併用する人もいますが、本

試験では環境の相違を大きな要因としてとりあげるため併用は強力避けました

が、途中、豪雨に見舞われ、低比重による貝の奨死を防ぐため、地活け法を2

日間竹筏に深吊りしましたのは、試験を完遂するための万己むを得ざる措置だ

ったと思います)。

キ干品体の長さの測定は、試験開始の 6月3日と「卵抜き」の作業終了の 7月

18日および挿核当日の2313に実施しました。その結果を示したのが第 l表です。

「卵抜き」を掛けない貝の粁品体の長さは、 45日間に、当初の平均24.27粍から

平均27.52粍にまで仲良しているのに封して、 「卵抜き」を掛けたものはいず

れも、試験開始時よりも縮少しており、 「卵抜き」作業中の生活環境が貝の健

康状態に封して悪影響を与えるものであることを如実に示しています。

第一表杵晶体の長さ (単位mm)

ー処ーー哩九方~法~一測一定一一日 6月3日 7月18臼 7四日

卵抜きを掛けぬ貝 24.27 27.52 I 27.94 

卵地活け i 20.80 I 20.回

事貝浅吊り深吊り (A)←一一一一一 22.31 22. 73 

1/ (B) ー 22.93 23. 75 
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(これは「しんじゅ」第22号で太田技官が述べられたこと L一致しています)。

これを、各操作別にみると、浅吊り深吊りのAとBでは、はっきりした差がある

とは云い切れないようですが、地活け法によると杓晶体の長さはー喬短くなっ

ています。又、AとBは、粁晶体に相当の弾力性を持ち、形欣も健全ですが、地

活けのものは弾力性を欠くものが多く、溶解の寸前にありと思われるものも認

められました。

地活け法は、龍を設置する場所の水深が極端に浅いため、日中の水温が、貝

の生理活動にとっては異常なまでに上昇したことも屡々で、風波の影響も特に

大きく、一番悪い条件の下におかれたものとみるべきでしょうし、又、底質の

影響、足糸の切断も粁品体の消長に関与しているのかも知れません。(衰弱貝を

生じ易いとの理由で、「卵抜き」作業中は絶射に足糸を切らぬ人もあります。)

員殻の外観も、地活け貝は「ハナキ」が殆んど伸びていないが、他の方法の

貝にはかなりの仲びが認められました。なお、地活け貝には奨死貝7個を生じ、

他のものでは l個の緊死も認められませんでした。操作の効果がどうであった

かは、供試龍数が少く、比較は出来ませんので、別の機会に譲りたいと思いま

す。

「卵抜き」後5日間の養生期聞を与えましたが、養生によって生娘巣に膨ら

みを持たせることが出来ると云われてはいますもの与、粁晶体の欣態には左程

の変化は認められませんでした。しかし、養生期聞が永きに失すれば、折角の卵

抜き貝が再び抱卵し始めるので、健康の回復は充分でなくとも、挿核技術の面

から、その日数に制約を受けるのは己むを得ないと思います。

以上のような過程を経た員に施令官をして、現在、養成中でありますので、認

に述べたように、卵抜き操作の相違が珠の品質にまで影響を及ぼすものかどう

か、浜揚げの結果が纏りましたならば、改めてお知らせする機会があると思い

ます。

終局の目的が、良質真珠の生産で、ある以上、効果を急ぐの余り、手段を選ば

ずというやり方が、一時的な満足は与えるとしても、結果的には、惑い面とな

って現われるようであれば、これは断然i避けるべきではないかと思います。

6 
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再び施術後の養生期間について猿

食性から見た施術の貝の活力に及ぼす影響に就て

太 田 繁

(国立真珠研究所)

施術後に行う。養生グの臼的やその必要性については今更説明する迄もあり

ませんが、一体どの位の期間が適当であるかと云うことについては種々な条件

が重なり合ってむつかしい問題であるため、種々論議されながらこれについて

は今迄に実験に恭づく説明が殆んどなされていませんので経験的に決められて

実施されていることは御承知の通りであります。

この様に一般に経験を基礎にして行われている養生期間の決定に、実験によ

る根擦を求めるとすれば差し当ってその要素としては111内氏が本誌第3巻第6号

に紹介している様におよそ次の三つのこと--(1)切開部の癒完号、 (2)真珠袋の形

成、 (3)貝体の活力の恢復、等に要する日数一ーなどが考えらます。これらは何

れも季節によって一様ではありませんが作業期聞を通じてこの研究は町井、中

原、青木氏等が実験した(2)についての他には残念乍ら見当りませんO 私は(2)の

他に(3)についても決して軽視することは出来ないと考えて杵品体の消長を測定

し、活力の恢復に要する日数と養生(静養)期間について本誌8号に発表しま

したがこれもただ8月における一つの実験例について論及したのに過ぎません

でした。今度、施術貝と施術をしないだけで他は全て同じ様に取扱った貝との

2組の貝の棋筒状態から見た活力については比較的、長期間に亘って実験(多

徳漁場における屋外実験)を行う機会に恵まれたのでその結果を報告し、養生

期間決定の参考に資し度いと忠、います。

実験方法等の詳細については省略しますが第 l図は月別に作業員と比較のた

めの封照貝(各月とも供試貝は140~160掛り、挿入核は1. 4分核)の 1 日の糞量

の変化を現わしたもので、思で塗りつぶしたのは作業貝の、線で囲んだ白い部

分は封照貝の糞量で、横線の下の数字は各月毎に行った施術後の日数と暦日を

示したものであります。

この図で判りますことは作業貝、施術貝とも月により、日によってその糞量

は異りますが(糞量はプラシクトシ量と関係のあることは勿論ですが真珠研究

所の海洋化学研究室で三重県水産試験場と共同調査をしているいわゆる懸濁物

※ 1958年12月18日受理
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質の量とが一層密接な関係があります)施術貝の糞量は施術直後にはいづれの

場合にも封照貝の糞量に比べ極端に少ないが日がたつに連れて封照只のそれに

近づいていくこと、更にその速度が月によって異ることであります。

第2図は封照貝の糞量に釣する施術貝の糞量の割合(%)の変化と、参考の

ためにその時の水温、比重(寵の垂下深度を2米としたので水温、比重も 2米
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のもの)を示したものであります。

e。
40 

20 

図 2 施t，j(j貝と対照員の糞蚤の割分の変化を示したもの

20 

10 20 10 20 10 2.0 JO 20 30 

下の横線上の数字は施術目、折線の下の数字は施術日から施術貝と対照、只の

糞量がほ Y悶景になるまでの日数

20 

雨者の糞量が大体同量に達した時(関2では100%の横線)を体力の恢復した

時と見なすならば、 6月一24日;7月一11日 ;8月一15日 ;9月一14日;10月一

27日 ;11月 30日以上となり、 6月以外は町井氏等が行った真珠袋の形成に要

する日数とほぼ一致する日数になっています。

本実験で6月に使用した母貝は避寒期から引続き深吊りによる抑制したもの

で、他は全て自然排卵した母貝でした。この様な点で6月だけ町井氏等の結果

と相違したものか、或は 6月は特に餌料が多かった為にこの様な結果になった

かは明らかではありませんが少くとも抑制jとか卵抜きが活力に及ぼす影響は大

きなものであり、冬眠から覚醒後の体力が未だ充分に恢復しない5、6月頃に作

業した貝が水温の割合に恢復に日数を要するのは当然のことでしょう (7月下

旬に色々のサイズの核を使用して試験をした結果では、大きなサイズの核を挿

入したものは小さいサイズの核を挿入したものに比べ挿核直後の糞量の減少割

合は大きいがその差は比較的に短期間でなくなり、サイズによる影響よりも施

術そのものの影響の方が大きい結果が出ました) 0 7月が一番恢復が平くなっ

ていますがもし 7月にも抑制や卵抜きしたものを使用する様な場合にはこの例

よりも幾分長くなると思われます。

貝の活力から推定した養生期間は以上の通りでありますがこの期聞は養生期

間の第一の要素である真珠袋形成に要する日数ともほぼ一致する点からも大体

の基準になるものと考えます。しかし最初に挙げました養生期間決定の三つの

要素の他に実際問題としては各自の養生漁場の広さやそれの榎劣、更には海事

作業の都合等もあるとですからこれ等の経験を各自の経験から割出して謂述の

期間に近い日数に十アノレブアーとされてはと考えます。
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愛媛県→三重県真珠稚貝輸送事業について※

タト 海 政 治

(三重県真珠貝養殖漁業協同組合)

1. はしがき

昭和27年に真珠養殖事業法が施行され、哀珠事業の根幹ともなる母貝の需給

態勢の整備が急がれたのでかねて三重県下において母貝養殖を行い、かつ、

これを真珠業界に供給している漁業協同組合誌を糾合して三重県真珠貝養殖

漁業協同組合が31年に創設せられた。上記事業法に基き毎年水産庁から各県

の養殖数量が指示されるが、これに伴う母貝の恒久的な供給がなければその

質、量ともに確保できないので、真珠貝組合に課せられた使命は当初から極

めて大きいものがあった。

当初年間 L125トン (30万賞)生産の白棋を樹て、 32年度にほゾその目的

が達成されるや三重県の総需要量1，875トン (50万貫)生産に切換え、 32i:J三
に施行せられた三重県真珠養殖事業条例により、母貝筏の登録を受けるに際

し、各漁協に責任生産量を附加して名実ともに、母貝供給源として発足した

わけである。事実、数ヶ年以前から三重県の一部の漁場で過飽和養殖による

冥珠品質の低下が叫ばれ、その原因糾明が急がれたが、この一国が戦後の母

貝需給の不安定による業者自身の母貝手持量が急激に増大した為であること

を考えると、業界全般に及ぼす利益も11.亡、当然大きいものと忠われる。

反部、三重県冥珠貝組合は真珠業界に釣し、当然母貝供給の責任を持って

いるわけであるが、母貝養殖の根幹となるべき真珠稚貝採1官が例年1，875ト

シ (50万貫)を供給するに足る約37.5トン(1万貫)を収獲しているに拘ら

ず、本年夏の採苗に限り、約7.5トン (2，000貫)の収獲にIとった。この原因

は研究機関で目下調査中であるが、何れにせよ、将来の母貝供給が一部途絶

するわけで、県外から不足分を移入することを決定したのである。

移入数量の決定については各漁協の責任生産量に準じ割当て、この総量を

愛媛県から民途輪送することにしたの

2. 輸送の方針について

輸送に際し、問題となったものに次の2点があるO すなわち

※ 1959年 l月10日受理

門，，
ι



① 愛媛県産稚貝を移入して将来三重県における母貝品質を根本的に変革し

ないか。

@ 死滅を極力砂くするたbちに如何なる方法があるか。

①については調査の

結果、砂くとも本年

は愛媛県以外に大量

の稚貝を供給する余

カがないこと。つま

り各県一様に本年は

採首成績が不良で、

ひとり盟後水道水域

のみ豊漁である。従

って将来の母貝供給

を考えれば好むと好

1. 港貝の取りはずし (愛媛) まざるに拘らず、愛

媛県産稚貝を輸送する以外方法がない。しかも事前の調査の結果祝i限的には

三重県産のもの と 品質に優劣をつけ目f{~いこ とが判っていた。 これは24、 25年

ごろ、石川県産、鹿児島県産の稚貝を本県に移入した業者があり 、英成湾立

神地区において、その交配種が地殖して試験した結果、真珠の品質が極度に

悪化した事情があったので慎重に考慮したものである。

@については、当然づきえられるのは海路愉送である。今迄逆に母貝は大廷に

愛媛県方面に愉送した経験を持っているが、何分採苗直後の稚貝を大抵にし

かも短~~Rに輸送

した経験がない。

一般に母貝輸送は

大型かつを、まぐ

ろ漁船の水槽に金

網に入れた母貝を

入れ、海水を強制

循環させ乍ら輸送

するのが常識にな

っているが、果し

て稚貝にこの方法

が準用できるか、 2. 緩衝材杉擦を敷く (愛絞)
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御承知のように採荷直後の稚貝は殻長、殻幅とも 5mm前後のものであり、

しかも波端が極めて脆弱であるから海水を強い圧力で噴流せしめると、物理

的な弊害が当然考えられる。

過去の経験によれ

ば母貝より も稚貝の

方が空気中に生存す

るI時聞が:長い。この

原因は母貝は水中か

ら引き上げると直ち

に開殻する習性があ

るが、稚貝にはこれ

が砂いので乾燥する

までの時聞が長いの

ではないかと常識的

3.荷造り (愛媛) に考えられる。記録

によれば採倍直後の稚貝が気温130 Cにおいて65時間生存したことが判明し

ていたので思い切って陸送、即ちトラ ックによる急送に踏み切った。 結果か

らみて成功であったが、今から考えると経験がなかっただけに、や L無謀な

計画であったと云わざるを得ない。

このようにして輸送方法が決定したので、愛媛県側と稚貝愉送につい℃の

取緩めを行った。内容は一…

1. 愉送数也は16.トシ875kg(4， 500白)内外とする。

2. 11月末日迄

に輸送を完了

する。

3. 輸送中の霊

長選減を加味

し、総量に10

%の加算をす

る

4. 封象稚貝は

3. 75キ ロ (1 者

自)当り 10，0

OOJ~至 15， 000 4. 荷ほどき (三mJ

-19 -
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個のものに限定する。

5. 輸送途ヒにおける損害は三重県側が負担する。

以上がその骨子である。

3. 輸送の具体的な方法について

前述したように稚貝は水中から引き上げて後、予想外に生存期間が長いこ

とは解っていたが、このような大量の輸送を行った経験がないので、次の点

に留意した。

① 輸送に要する時聞を極力短縮すること。

@ 輸送途上の衝撃をなるべく緩和すること。

@ 天候、気象条件に溜意ずること。

①については純粋の輸送時聞は勿論、梱包に要する時間、Jifj:7i雪後分配に要

する時間まで計算に入れなければならない。このため梱包はなるべく平易に

行え、しかも個人的な誤差の起らぬよう考慮する必要がある。

従って一般の塩子、冷凍魚の輸送に用いる'1.5キロ (2貫)入りトロ箱(図1)

を用意し、これに10%の入目を加算して8.3キロ (2貫2∞匁)をl単位として

輸送することを決定した。

但、厳官に作製しでもトロ箱の重量に多少の相違が免れ難いので、個々に風

袋を測定するか、fて亦は10数個の平均値を以って風袋としたO

実際と、作業に最も困難を極めたのは楠包である。即ち、採市直後の稚貝だ

けに極めて抵抗力の砂いものと解釈しなければならず、輸送前日から梱包し

て置くわけには行かない。稚貝は3ミリ(1分)若しくは6ミリ (2分)の金網

に入れて垂下養殖しておくものであるが、栂包を容易にするため、前もって

l金網当り大量の稚貝を収容しておくことは亦禁物である。

これらの作業、つまり金網カゴから一個一個トロ箱に移す作業は3.75キロ

(1貫)当り 10， 000~15， 000闘も掛る微細なものだけに、その上稚貝は足糸を

もって金網に固着していること、しかも生きたま L遠距離にJiIJ遣しなければ

ならないと云う至上命令のために、相矛盾する作業を短時間にやり遂げなけ

ればならない。

この上に到着時刻が夜間になることを避けたために時間的な制約に常に悩

まされたのである。

結局、発送時刻jを午前8時乃至10守と限定し、当日約2時間の間に全作業

を終了し得る如く、あらかじめ出荷個人別の梱包数割当てを指示した。

× × × X 

輸送を委託する機関に臼本通達KKを選定した。理由は相当数のトラック
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を所有していること、輸送途上どうしても瀬戸内海を渡航しなければならぬ

ため、路時使用できる専用ブエリー・ボートを持っていること、輸送途中の

事故を把握するため、各所に支社があって万一の場合の交替要員がいるこ

と、しかも途中の通過時刻を明確に把援できることを条件としたためである。

事実、発送先から到意地まで相互に日通のテレタイプを活用 Lたのできを入

れ準備に緩めて好都合であった。

亦、積載貨物の性質上、一刻も休息が出来ないので、運転手の睡眠はもと

より、食事迄卒中で行う有様で、愛媛県→三重県間の輸送il~'聞は記録的な短

時間で完了している O 平均実際走行距離860kmを平均実際所要時間25時間で

計算すると時速34kmとなり、長距離走行では驚異的なものである。

× × × × 

②については愉送途上の衝撃を緩和するため関 2の如き緩衝材を使用し

た。トラック輸送では通常積載貨物の多いほど衝撃は砂いものであるが、時

間的な制約から多量の梱包が出来なかったので、どうしても軽い荷になり勝

ちで、このような配慮を要したのであるO

なお、個々の梱包には図 3の如き杉葉による緩衝も考えた。

使用トラックは日通のらトン率及6トン車で、途中の給油を避けるため、各車

20リットノレの増槽を設置した。

× × × X 

⑥の天候気象については雨中の作業を避け、前半に於いては、なるべく気

温の低い、後半に於いてはなるべく気温の高い尽を発送日としたが、夜中 2

-3度になることが屡々で、しかも抵抗風力による濃度1 気誼の激変には甚

だ気を使ったものである。

× X X X 

以上の諸条件を考慮して、なおかつ危険を未然に予知すーるため、若干量の試

験的輸送を全く同じ条件で行う必要があった。すなわち、 10月19日最も遠隔

地である愛媛御荘漁協から三重浜島漁協間845キロを実施したところ、 11閣の
姥死貝もなく、予想以上の好成績を収めたので直に、本輸送に耳元掛った。

4. 結び

かくして全輸送数量16.トシ785キロを約40日間を費し、 11月26日をもって

終了したが、到蒼後死滅を確認したのは、わずか82キロ、総輸送量の 5%に

iとった。しかもこの死滅は、出荷当時金網カゴに塗布するコーノレタールが稚

貝に付若して、窒恵、状態になったもので、輸送自体による姥死とは考えられ

ない。まず非常な成功を収めたものと考えている。
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輸送による歩減りの問題は当初 100%入目を行っていたが、 ~j若時に採量

したところ、全般を通じて18%程度の歩減りがらったのは、稚貝自体の生理

的な問題もあるので止むを得なかったこと L思う。

以上の輸送により今迄わからなかった諸点が明らかになったが以下列記して

参考に供したい。

(イ) 最近、本県の良珠漁協が狭隆になったので、業者が各県に入植し、母貝、

稚貝を!系外に輸送する機会が多いが、今迄、母貝、稚貝の愉送は海路愉送

と決ったもので、天候等に左右される事が多く、亦、輸送に要する経費も

相当なものであったが、今回の事業の成功により、陸路愉送が予想外に安

全、確実なものであることが立記された。因みに純輸送経費は単位重量当

り陸路は海路の約%で済む。

(ロ) 特に当年稚貝は相当適応性が広く、気温が適当であれば水を切ってから

約60時間経過後も緊死しない。(気温130 C試験輸送における実験による)

的 輸送中における奨死に至る総体気誌は確認できなかったが、外気温が 2

-30Cに到るも奨死を免れているO 但し、稚貝を夜間して外気にさらさぬ

ことを条件とする。気温はむしろ低温より高視が問題ではないかと思う。

い) 成功の一因はきょう雑物が砂ったことにもある。通常稚貝の輸送には若

千の泥、コケムν、ブジツボ、海藻類が付着するものであるが、愛媛県側

の協力により、出荷時、極めて厳格な検査を行ったので、これら雑物によ

る物理、化学的幣害がなかったことは感謝したい。

なお、本事業に終始御協力たまわった下記関係機関の各位に深甚の謝意

を表したい。

愛媛県水産課、三重県水産課、国立哀珠研究所、愛媛県冥珠母貝協議

会、愛媛県漁業協同組合連合会、三重県信用漁業協同組合連合会、日本

通運株式会社松山主管支応、山田支)百

備考 稚貝輸送に要した経費明細

0稚貝代金 16トン785キロ (4，476〆) 約 36，000，000円

。雑費 3，820，000円

輸送費(トラック)

旅費

容器代(トロ箱)

通信費

その他
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真珠雑感 ([V)※

t 卵 抜き作業 111111111111

山 内 栄

卵抜き、それは真珠養殖に於いて極めて重要な問題でありながら、今だに完

全な方法と云うものはなく、今後に残された大きな問題の一つであります。

将来の業者各位の卵抜きの研究に何か役立てばと思い、現在までの研究から

考えられる現行法の科学的な意義、及び将来の研究方向と云うものにつき簡ー単

に書いてみる事に致しました。

× × 

一般に卵抜きと呼ばれているものはすでに皆さん御存知の様に春さきに用い

る員に卵をもたせない様にしておく方法(生殖巣の発達を抑制し吸収させる方

法で卑主主と云う語が用いられている)と 6月以後に用いる貝に産卵を促進せ

せる方法(狭い意味の卑革主)の二つに大きく分ける事が出来ます。

〔卵止め〕

9月下旬-10月に卵抜きを完了した貝を龍に普通よりや L多く入れ (100-
160個………本誌三号グ中小厘珠に封ずる母貝の仕立順序の一例。参照、)、比較

的低水温の避寒漁場に垂下するか、寵に台をつけて岩地におく方法を卵止め

と云い、この貝は普通6月の初旬頃まで挿核に用いられます。

この方法の原理は次に述べる狭義の卵抜きのそれとは異り、卵抜きが産卵を

促進する方法であるのに釣し、これは産卵の前提条件である生殖巣の発達を抑

制し、生殖巣を喰細胞によって吸収させるところの方法であります。放に、こ

の卵止めに於いて問題となるのは生殖巣が何時ごろ、何様な条件によって発達

してくるのかと云うことであります。

アコヤガイは皆さんがすでに経験されておられる如く、卵抜きを完全に行っ

ても、その環境条件をよくすると貝はまた直ぐに卵をもっ、即ち生殖巣が発達

してまいります。しかし、それも産卵期をすぎると喰細胞の働きによってすっ

かり吸収されてしまいます。そして、その後ふた Lび生殖巣が発達してくるの

滋 1958年12月1日受理

一泊ー



でありますが、その時期と云うものは夫々アコヤガイの棲息する環境条件によ

って非常に違っており、 i~寒前からすでに卵のある貝と春さき、避寒漁場から

帰ってから卵をもっ貝とに大別することが出来ます。

この場合のアコヤガイは環境条件、その内でも特に栄養欣態の良否に支配さ

れており、栄養j伏態のよいものは避寒前から生殖巣が発達し始め、栄養f状態の

悪いものは春に生殖巣が発達し始めます。

卵止めとは先に書きました様に、生殖巣の発達を抑制し、吸収させる方法で

ありますから、 i珪寒前からすでに生殖巣の発達しているものと発達していない

ものとでは発達していない貝の方が適しているわけであり、その意味で 9月下

匂~lO月に卵抜きを行った貝を普通より多く謹につめると云う現行法は環境条

件を悪くし、生殖巣の発達を抑制し、吸収させるのですから科学的に正しい方

法だと云うことが出来ます。

栄養J悶患のほかに生矯巣の発達と密接な関係のある環境条件としては水温を

あげる事が出来ますが、これについてはカキに於いてよく調べられており、冬

期でも20~220C の水温にてカキを餌脅することにより、カキを成熟させ、産卵

させると云う実験に成功しております。この水温と生殖巣との関係はアコヤガ

イに於いてもカキの場合と同様であり、その意味で貝を比較的低水温の避寒漁

場にて越冬させると云う現行法は生殖巣の発達を抑制する事になりますから有

効な方法であると云えます。

ところで、この場合、深吊りすると云うことですが、これは避寒ずる頃には

殆んど上下層の水温と云うものが等しいために意味がありませんが、春の水j置

が上昇し始める頃には上層水が下層水より高温になるのですから、その点では

宥効な方法であると云えます。この上下層の水誌の状態と云うものは漁場によ

り相違がありますから、その点、御自分の漁場の調査と云うものが必要だと思

います。

アコヤガイは先に述べた如く、 i壇寒前から卵をもっているものと春に卵をも

つものとに分ける事が出来るのですが(普通、生殖巣の発達の為に適した環境

条件になる春の方がその翠が多い)、その内、春に卵をもっ貝だけをみても春

の貝の取扱いによって卵をもっ時期に非常な相違があります。 RIJち、環境条件

をよくすると早く卵をもち、環境条件を悪くすると卵をもっ時期が遅れると云

うわけです。その為、卵止めに於いて春の貝の取扱いと云うものが、今一つの

重要な問題となっております。

春の貝の取扱いについて、田辺、田畑雨氏は避寒から帰った貝は貝掃除を行

わず(貝掃除を行うと大体25日で卵をもちf制支出来ない扶態になる1、そのま
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1.5m以下に垂下し、使用する時に付着する汚物なり海藻なりを手で取る程慶

Yこすると述べておられますが、これは水温や栄養!日:態、等の環境条件の点から有

効な方法だと云えます。

以上の様に現行法の卵止めは科学的にも正しい一つの方法であると考えられ

ますが、この坊合、貝にあった、漁場にあった独自の方法を行うと云う

意すべきであります。なぜなら、少し間違えばこの方法は貝の鍔死と結びつき

やすい方法だからです。

〔卵抜き〕

卵抜きによっておこる生殖巣の減少と云う現象は二つの異った過程によって

おこるものと考えられております。

前者の喰細胞による吸収と云う過程は産卵期前の卵抜きにみられる現象で、

先に述べた卵止めとも関係があります。※

喰細胞による生殖巣の吸収と云う様な現象がなぜおこるかと云いますと、貝

が生活に必要な栄養源を外から得られないので、栄養源として生殖巣を吸収し

利用する為におこるのであります。即ち、貝が外部から館料を充分にとれない

為に体内の生殖巣を吸収し、それを生活に役'lLているのであります。云いかえ

れば、充分に餌料をとれない様にしておけば、貝は自分の生殖巣を吸収、利用

するわけであり、その意味で竹寵に多量の買を入れ、貝にとって不適な環境の

もとに行う所の現行法は貝の衰弱を別にすれば、有効な方法だと云えます。

この方法に於いて、今後に残された問題と云えば、先の卵止めと共に必要以

上貝を衰弱させぬと云う事であります。

次に後者の産卵期に行われる卵抜きでありますぷ、これは成熟した個体の産

卵を誘導する方法であります。

この卵段きに於て最も大切な事は生殖巣が成熟している、即ち産卵される状

態になっていると云う事であります。ところでアコヤガイの生殖巣の成熟であ

りますが、これについては先にも一寸述べましたが、高水温と豊富な栄養分と

云うものが重要な要素になっております。即ち、高水温の餌料の豊富な所で、

アコヤガイを養殖し、早く成熟さぜると云う:事が前提条件として重要なわけで

す。その為には、卵11::めや前者の卵抜きとは違った方法が必要であり、その意

猪 卵止めには生強巣の発達を抑制すると云う現象だけでなく、生殖巣の吸収と云う現
象もみられる。特に春さき避寒漁場から帰った貝を竹カゴ(卵抜きケゴ)に入れた場合
にはこの現象が著しい。この場合の卵抜きは卵止めの中lこ入れられる場合もあるが、私
はそれを狭義の卵抜きの中に入れ、 ~ß止めは特別な卵抜き作業を行わず、生積巣の抑制

をしているもの(この場合にも、ある程度の生殖巣の吸収がみられると考えられる)の
みとした。
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味で収容宥度を少くして、浅吊りすると云う現行法は有効な方法であります。

次に産卵を誘導する方法でありますが、これには色々な方法があります。そ

れら個々について述べる事はこ Lでけ、さけますが、完全に成熟さえしておれば

ある種の刺戟を与えて簡単に産卵させる事が出来るものです。この刺戟として

は皆さん御存知の特に水温の急、激なと昇一一…深吊りから浅吊り一一一卵や精子の

添加一竹寵等えの宥度を大にした収容一一比重変化一一深吊りから浅吊りタト

洋水域の利用一 削 iの変化一一外洋水の利用一一機械的刺戟一一足糸の抜き

とりー…等をあげる事が出来ます。※

現在行っている卵抜きにはJ~YIJを誘導する多くの刺戟があり、有効な方法だ

と云えますが、貝の哀弱の点を考えますとまだまだ多くの改良点が残されてお

ります。

この卵抜きに於いて今後に残された、大きな問題の一つは早く生殖巣を成熟

させ、貝を衰弱させずに卵を抜くと云う事であります。

以上、簡単に卵抜きの事について述べたのでありますが、最後に、現在まで

の色々な卵抜きに付いての論議に封し、私見を書いておきます。

~貝を衰弱させてはならぬ一一一一一現在の方法は貝を哀弱させるだけであ

り、理想的な方法ではないとよく云われるのですが、一方、自然に産卵した貝

がそのま L直ぐ使えるかと云うと、あまりにも貝が強すぎて、挿核の困難な場

合が少くありません。

卵抜きの目的はた Y卵をなくするだけではなく、貝をある程度弱らせ、挿核

しやすい貝にすると云う目的も含まれており、その意味で現在行っている竹寵

につめて行う卵抜き法は、たちょ産卵を誘導させるだけでなく、貝を弱らせるの

でありますから、簡単に否定すべき方法ではないと思います。しかし、この場

合、その弱らせる程度が問題であり、そこに今後に残された問題があると考え

られます。

画監卵抜き簸に数多く貝をつめ、深吊りしておくのは良を衰弱させるだけで、

生殖巣の成熟にも逆効果があるのではないか 一先に述べた如く、生殖巣

を成熟させると云う事は卵抜き (J主卵の誘導)の前提条件として非常に重要な

事であり、その意味で避寒から帰って来た呼に収容数を少くして、浅吊りする

※ 卵抜きに関するー提案(本誌三号、宮内)参照
カキに於ては内的条件が完備していても、比重が低下すると産卵が一時中止されると云
われているが、アコヤガイの場合は卵抜きで深吊りから低比重 (o1510-15)所に浅吊

りしても産卵がみられる事から、ある条件が悪くとも、完全に成熟している場合には他
の刺戟で産卵が誘導されるものと脅えられる。
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事が有効な方法なのであります。普通、この様に適環境と云うものが成熟を早

める一つの条件で、不適な環境下におく卵抜きが、問題にされるわけですが、

この卵抜きはた E単なる産卵誘導と云う要素だけでなく、同時に一方では生殖

原細胞の新たな形成を阻害していると云う要素も含まれているのですから、簡

単には否定する事は出来ないと思います。

アコヤガイは自然界に於いて、成熟した生殖巣が放出されるにつれ、一方で

は環境条件の良い問、新しく又生殖巣を形成しております。ところが、卵抜き

を行いますとその新しく生殖巣が形成されると云う事がないえっけなのです。こ

の点に卵抜きの重要な一つの意義があるわけで、今後に残された問題があると

考えられます。

生殖巣を完全に成熟させ、貝を衰弱させぬ方法で産卵させる事が最も良い方

法だと云われておりますが、生嫡原細胞の新たな形成を阻害すると云う事もわ

すれではならない点であります。

一方では卵をもたせず、他方では股卵を促進させるーーその様な方法が考え

られねばならず、その点で現在の方法はその一つの方法だと云う事が出来るわ

けですが、現在の方法は)歩あやまれば貝の楽死と結びつきますので、なお今

後の研究が必要となってくるわけですO

x x 
理想的な卵抜き一一それは貝を衰弱させずに産卵させる事と生殖巣の発達を

抑制する事であります。

前者にかたよれば、挿核困難な貝を作りますし、 f没者にかたよれば、持核作

業に封して弱い、挿核後の姥死の多い貝を作ってしまいますし………そこに卵

抜きの悶雅さがあり、研究の必要性があるわけです。

前にも書きましたが、漁場によってその環境条件は違っておりますから、お

のずから、その卵抜き方法も違ってくるはずです。

御自分の漁場に適した卵抜き方法の研究を各位に願い、これで筆をおきます。
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(随頚)

「漁村の皆様ヘJの放送を聞いて※ 品
月‘ 回 i青 次

(e]立真珠研究所大村支所)

本題をご覧になった皆さんの中にはiNHK第二の午前7時15分からのあの放

送か。 Jと忠われる方々の何人かがおられること L思います。これから紹介し

ようと思うのは、同政送の企画中の「真珠養瓶詰?t場を訪ねて」の脊組で、 10月

上匂に 2回に亘って電波にのったものです。これを聞かれた方々もあると思い

ますが、聞きもらした方々のためにこの放送の内容を参考までにのベて、現在

の行き詰った沿岸漁業を真珠養殖業に見出そうと努めている各地の様子をお知

らせします。

第 1日目は島を挙げて冥珠養殖業にのりだしたという ill口県大島郡を紹介し

ていました。一口に島というと長崎県の方々は恐らく辺部な離島を想像しがち

ですが、こ L大島は瀬戸内海に位置する人口 6万で高校の三校もあるような大

きな島です。 源平の戦の頃には大島海賊として知られたのですが、現在は山口

ミカシの産地としても有名だそうです。三重県から業者が進出してきて良い成

績を挙げているのをみて、先ず蒲野地区で昨年から稚貝26万個の養殖にか L

り、将来は35万貝を養殖すると意気込んでいました。この地方の漁場適性につ

いて「冬期の水温はlOOCを降らず、適度の水深があり、台風的の被害を防ぐよ

うな適当な島陰があり、又漁場面積も広いので、立地条件としては三重県に優

るとも劣らないだろう」とものべていました。このように有望な適地としての

折紙がつけられているので、三重県の業者も常に進出の機会をねらっているそ

うです。和田地区でもこの明るい見透しのもとに、 9月には冥珠組合を結成

し、日月年からは40万倍lに目標をおいて本格的に養殖事業にのり出す計画だそう

です。池田の浦で個人で冥珠養殖を試みようとしているー業者は「この海域は

水温、比重、潮流などがアコヤ貝の成育条件を充たしており、大島郡の中でも

良好な場所なので充分成功の可能{慢はあると思う。将来は養殖部門のみでな

来「しんじゅ」第34号より

円口
p
d
'
a
 



く、加工までやりたいJと仲々大きな計画をもっています。このように島を挙

げて翼珠養殖業に携わっているこ L大島郡も、かつての沿岸に集中した漁業経

営は一時の繁栄合もたらしたことはあったのですが、やがては濫獲に伴なう必

然的な資源減などによって漁業経営は行き詰りをきたし、その打解策として漁

民ならびに県関係で本腰になって取組んでいるのが真の姿のようです。

2日目は愛媛県の松山から、先進地三重県に玄珠研究生として 2ヶ月間巡Jfl

された2青年が、その間に学んできた成果について語っていました。愛媛県の

一部では古くから莫珠養タ産業が行われてきていたのですが、昨年春から三重県

業者が進出してきて瀬戸内海々域が化粧巻き適性漁場として開拓され、その急

激な発展ぶりは顕著なものがみられます。これら業界の臨進に伴ないほ貝需要

も急、激に増加したので、地元漁協でも自営による母貝養殖を計画し、宇和島を

一帯として昨年からは本腰を入れて事業実施に着手し、熱意をもって研究して

いるようです。この他、今までは沿岸漁業の不振により労務者として麗われて

いた人々も、県の積極的な育成方針と漁協の自覚により、新居浜、越智郡、八

幡湾など漁協自営事業としての態勢を確立するために努力しています。このあ

らわれが第 1回目の研究生を先進地三重県・に送らせることになったもの Lょう

です。研究性らが先進地で学んだことの一つには母貝養成において、同年貝で

も大きさ別に常に選別しており、常時間大の母貝を揃えてあるといっていま

す。このことは母貝の成長を一様に促進させるためにも必要であり、又母貝の

管涯を容易にするなどの点において大きな参考になったとのべていました。又

各養殖場は地先漁場の特性を把握するためには、経験的なものと共に科学的な

種々の資料を整えるなど大きな努力を払っているが、これは愛媛県の地先の梅

況と比較するのに参考になったとのことです。

なお、漁業協間組合の良く統制のとれていることに驚き、各組合員が、漁場

の合理的な利用についても良く研究し合い濫獲を防ぎ、各人も忠実にそれを守

っている姿は、真珠養殖業のみに限らず、すべての沿岸漁業を存続させるため

にも大切なこと L思う、と漁協のあり方にも仲々批判的でした。それで現在の

母貝養成事業を軌道にのせるためには、先進地の技術を導入することは勿論、

潟、協としても大いに研究し計画的な生涯をする必要があり、先ずそのためには

母貝生産組合を結成し、業者の欲するような優良母貝を常に保有し、共に提携

して先進地三重県にはおよばないまでも、技術的、経営的にこの産業を軌道に

のせるために大いに努力していきたいと、明るく将来を語っていました。なお

最近業者による愛媛県真珠研究会も発足し水産試験場とも協力し合うなどして

活液な活動を開始しているということです。
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これらのことを聞いて、いずれにも共通していることは沿岸漁業不振打開の

依存の方向として実珠養殖業を見出していることです。このことは哀珠養殖業

のみに限らず、ノリ、アサリ、カキ等の浅海養殖の場合も決して例外ではな

く、沿岸漁業が今迄の組放的なものから次第に海域の高度化利用の農業の段階

にまで進もうとしていることをあらわしているものです。

本場三重県は密殖などによる漁場酷伎により、品質低下と減産をみるに至っ

ている現在、本格的に計画生産を実施するために県条例で「主主珠筏の登録常IJJ

を行っています。このように飽和点に達した三重県の業者の中には、他の府県

に本披を移すものも増加してきているのが現状です。これらの業者のところで

労務者A として働いていた地先漁民が、いずれも地元漁協自営事業として京珠養

殖業を臼指しているわけですが、これを軌道にのせていくためには片手間な副

業的なものとして安易に考えていたならば、かなりの困難が伴ない易いもので

す。

同じ母貝養織を行つでも一方では「採首後満 1年5ヶ月で 100掛の母貝を作

るJところもあるし、他方では 1100掛の母貝にするには3年もか Lるjところも

あるわけです。どこにその違いがあるかということになるのですが、このよう

に最終的に大きな涯を生ぜしめる原因には、一方では「母貝を作るJという考会

えで進めているのに針し、他方では「自然に母買になるさ」との安易な考えだ

けの;1、目違ではないかと思います。勿論稚貝はその僚自然に放置しておいても母

貝にはなるでしょうが、業者が欲しているものは「若くして大形の優良母貝J
なのです。

稚貝採庁Jの場合でも、せっかく付着した稚貝が採苗器から離税してしまって

はもったいないからと考えて、風浪の少ないところに小型の筏を組んで浮か

し、しかも筏全体を下からスツポリと。もじ網グで包み、その中に採市器を移

し吊って、たとえ稚貝が離脱しでも網目に留まって成長するような方法を講じ

ている漁協もあります。今年そこを訪ねた S氏は網の上に脱落している稚貝の

余りにも多いのに眼を見はり、一寸の工夫でこれ程の実効を挙げ得るものであ

ろうかと驚いたそうです。誰もが考えつくようなこの考案も、すぐ実行に移し

年々それを改良していくところに、実際に即した研究があるのではないかと考

えています。

以上は放送を聞きながらメモしたものを取纏めたもので、言葉を尽せず不充

分な点も多いと思いますが、真珠養殖業に意気込んで取組んでいる各地の様子

をお知らせしようと思う僚に雑記しました。計画生産が要求されている現在、

無計画な生産増強は業界にとっては大きな弊害をもたらすものですが、一方資
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源に恵まれない離島や沿岸漁村の産業振興を考えたとき、計画性ある真珠養殖

業のもっている役割は緩めて大きいものがあると思います。

(王玉工瓦)

マベの稚良人工採苗により得る

本誌に於いて既に御存知の奄美大島に於けるマベ貝の真珠養殖が数年前から

危機にひんしており、 30年から人工授精による人工採苗の研究が実施されてき

たが、 4年経った本年夏に念願の稚貝が全くの人工により得られ、科学の勝利

となったのであります。

マベの天然母貝が、奄美海域に少くなってからというものは、この母貝採集

と並行して資源恢復に非常な努力を払われ、その結果が養殖面に於いて且って

取り上げられた事のない人工的な方法による外はないと決まるや、血の出る様

な努力、研究を払われた、琉球真珠海綿養殖株式会社の光塚喜市社長に編者と

してではなく、この計画を担当した者として深甚の敬意、祝意を捧げる次第で

ある。

今日に至る 4年間を簡単に振り返ってみますと

30年春 マベの棲息地、大島海峡調査。

マベの生活適条件の研究。

マベの資源的研究。

油井小島に第一次実験室を設置。

30年夏 人工授精を行いアンモニヤ海水てe成功する事を確認。

幼虫用の餌料の人工培養に成功。

大島産のモナスを分離。

マベの性比、人工授精の適期確認。

30年秋油井部落に第二次実験所を設置、電気装置を完備する。国庫予算を

仰ぐため鹿児島県、大島支擦に報告。

人工授精を行い電気恒祖槽にて D型ラーパを得る。

恒温電気振謹器を設計製作し、東北大学女川実験所より送られたモ
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ナスの培養に成功、同時に大島産モナスの培養。

適期を過ぎし為健全なるラーパは得られず。

31年夏 第三次実験所を油井小島に設置。

海水採集装置、自家発電装置、飼育槽等本格的人工培養設備を完備

する。

適期となり従来迄に得られた結果に基き、人工授精を行い大量のラ

ーパを得る。海水条件、飼料の問題で何れも成長せず。

今期より光塚茂一技師が研究に加わる。

以上迄の研究は水産大学白井が担当、引続いて鹿児島大学和田清治

助教授が指導に当り、同時に鹿児島水試大島分場も参加し、新村技

師が当る。

人工授精を継続するが付蒼に至らず。

32年夏 実験室内に大型タンク設置。

和田助教授指導により奄美真珠、 71<.試各々 人工授精を行い、 D型ラ

ーパをタンクにセットし投餌飼育したが、付着稚貝は得られず。

33年夏奄美真珠、水試各々実験を行い

奄美真珠実験所に於いて終に付着稚貝を得、 30年に始まったこの計

画も 4年振りに成功したのであった。

...・c・..………0………...0...……...0...……
光塚茂一技師よりの国研宛の報告並びに過日来勢された光塚社長との面談に

よると

咋、 8月16日10時20分に助精したマベ卵は其の後順調に発育し、 10月78 (528 

後)付着稚貝として発見、この時の大きさは737.8X572ミクロシであり、 10月

24日には 3~リ位の完全なる稚貝となり、最早投餌せずに、海水を交換してタ

ンク飼脊を行っている由であるO 今回得られた数量は約200ケであるが現在非

常に母貝が高価である所からマベとしては大量であり、本年は更に大量の生産

に努力されると思われる。

以上の事は単にマペ丈に留まらず、現在沿岸生物資源が次々と減少している

折から、他の生物(例えばイセエピ、クノレマエピ、クロチヨクガイ、 νロチヨ

ワガイ、イケナヨヲガイ等)にも応用され、又、こういった小規模な方法でも

充分産業的に成り立つ事が賢明せられたという点で極めて有意議である。

詳しい報告は近く鹿児島の方で発表せられるのでその時に又参考に致したい

と思います。

(20一溜-1958.白井)
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昭和33年の全国真珠漁協共販実績
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全閣真珠養殖漁協組合長問題

松尾圭起氏が最有力

20日の役員会で後任を審議

全国真珠養殖漁協組合では来る20日三重県伊勢翼珠会館において役員会を開

き、堀口初三郎前組合長辞任のあと空席となっている組合民の選考を協議する

が、現在のところ松尾圭起氏の後任説が最も有力とされており、明年 l月22日

に予定されている通常総会で正式に選任される模様である。

1月22日の総会で正式選任

全国真珠養殖漁協の前堀口組合長後任問題は既報の通り適任者のいないま L

次期通常総会まで保留され、現在のところ西岡光夫、荻原孝之の爾副組合長が

事務を代行してきたが、 20日の同組合役員会で松尾理事に組合長就任方を要請

する模様である。

松尾去起氏の組合長就任に封しては、一部組合員から政治カに弱く、封外折

衝の必要とする現在の真珠養殖漁協の長としては線が弱いとの反ます意見もか

なり強く聞かれ、中村文彦、荻原孝之、山本勝氏らの候補が数えられていた

が結局最適任者とすることの出来ぬま L近く同漁協が連合会組織として改組

された場合、同連合会の会長に政治カのある人物を選ぶことによってその欠

陥を補えば可とする意見に大勢が傾いたものとみられ、半年に亘って空席と

されていた組合民には松尾氏が推せんされることにほぼ篠実であるO

三重県庁、漁協改組に難色

全国真珠養殖漁協の改組問題は、既報の通り業界内ではすでに基本線で意見

の一致をみ、同i魚、協を中心にこれが準備が着々と進められているが、三重県当

局がこの改組に紫色を示しているといわれ、今後の県当局の動向が注目されて

いる。
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三重県当局が同組改組に難色を示している主な理由としては、漁業法改正を

めぐって真珠養殖業者と封立している三重県漁業連合会(会長石原円吉)から

の圧力が大きな要因となっているのではないかとみられている。すなわち全国

哀珠養殖漁協が連合会組織に改組され、現在以とに政治力を強めた場合、三重

県潟、速が京んでいる、巽珠庇漁業構の帰得が困難になるものと予想されるとこ

ろから、現養殖漁協を現肢のま Lにおさえ、思珠業者の発言力をさけたい意向

のものとみられているO

これに封し全国民珠養娘漁協では早急に体制を固め、漁業法改正に封処する

意向を明らかにしているところから、三重県当局との折簡は今後愈々白熟化し

てくるものと予想されている。 (真珠新聞179号)

7ヵ号、約 8.000台削減

審議会が決定零細業者は免除

【伊勢】 第九回良珠審議会は22日、伊勢市の県漁連度会支部で聞き、来年度の

養殖冥珠イカダの規制量を決めたO 近く知事に答申する。

密殖が多くて、緊珠の品質が偲下するばかりなので、県では32年度から計画

生産にかかり本年度は10.000台を減らし、来年度も12.000台を減らす計画だ

ったが、実際の数を調べたところ登録台数よりも3，000も少く、しかも1.000 
台が県外へ進出する予定なので、来年度は 7.681台を大、中養殖者だけで減

らすことにした。

また15台以下の零細業者は、規制を免除することにした。(ただしl合のイカダ

面積が100の32平方メートノレ=40坪=未満のもは13%規制する)

審議会て、決った l台当りの養殖密度による規制本(rJ_:次のとおり。

29坪まで (98平方メートノレ)13%30-39坪 (99から129平方メートノレ)閥、 40-
49坪 032-161平方メートノレ)問、 50-59坪まで(165-184平方メートノレ)10
9昔、 60-69坪 (198-227平方メートノレ)問、 70-79坪(231-260平方メートル)

79昔、 80-89坪 (264-293平方メートノレ)問、 90-99坪 (297-326平方メート

ノレ)59昔、 l∞坪以上 (330平方メートノレ)規制jなし。

(12月24日伊勢新聞)

お



雑報

1. 交換図書御礼

日本水産経済新聞社;日刊水産経済新聞

真珠新聞社真珠新聞

輸出組合:輸出実績(10月)

。レポートNo.10

2. 会費納入方御願

33年度も残る所2ヶ月になり、どうやら順調に伸びて来ましたが、来る3月末

を以って一応決算となりますので、未拡金(会費及び器具、プリント代等)

はなるべく早急に納入下さる様お願い申し上げます。

尚、 34年度からは運営方針や機構も変わる予定ですので、従来の研究会とし

ての決算は判っきりと致したく未収金として、次年度に繰りこさない様御協

力をお願い致します。

3. 第 l回母貝組合研究会

日時 1月19日 午前10:J寺より

場所伊勢市母貝組合

議題 1. 国研、水試、県水産課の本年度研究計画の概要。

2. 昨年度の採苛不漁の原因の検討。

3. 母貝品評会の運営。

4. 本年度の研究計画。

5. その他。

過去に於ても母良養殖の研究を熱心に行っていた、母貝組合傘下の青年部に

於て、今日第一回の研究会が催され、別項の議題と取組んで、外海氏の司会

のもとに、講師として出席せられた、国研高山所長、太田研究課長、水試木

村技官、県平賀技官の各氏を交って熱心な討論が行なわれて盛会であったが、

このほ貝研究会員は、真珠研究会伊勢部会の会員でもあり、母貝養殖の専門

的な問題をこの会で、分科的に研究しようとするものであって、これが研究

成果は哀珠研究会に於ても発表せられるものとして将来の発展を祈って止ま

ない。(研究会山本文栄記)
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高I[雪 i習(司
0 新年号も無事 1月に発行する事が出来ました。

幸いにして、秋からの原稿は次々とと Yき不自由した事がありませ

ん。寄稿者各位に}享く御礼申しとげると共に、今後も宣敷くおねがい

致します。

o 1月から新らしい計画として毎月一人づっ冥珠界の功績者というよ

りも草分け時代の方々を御紹介する事にしました。

今月はまず御木本翁から掲載しましたが、担当下さいました国研の丹

下技官、街]木本翼珠の永井信也氏に御礼申し上げます。

0 本年度の計@Jである「真珠用語集Jは3月にとりまとめる事になり

ました。研究者には養殖用語を、業者には専門用語を知る鍵となれ

ば、その意図は果されるわけであり、何等かの注文、教示がありまし

たら是非お寄せ下さい。

0 今度、水産高校では教材用テキストとして「真珠養殖入門」という

書物を発行されました。これはこれ迄の資料をごくわかり易くとりま

とめてありますので、養殖業にたずさわる方々にもよく判る事と忠、い

ます。限定出版ですのでなるべく早めに購入されるとよいと思います。

申込みは直接水産高校にされるか伊勢の茸珠研究会宛にして下さい。

O 会員の皆様昨年の成績や作業についての吟味、検討をすべき時期が

やってきました。この機会に是非少しでもまとめて会報に発表されん

事を希望しております。 (S)

昭和34年 l月 15日発行

第3巻 第9号会報 (非売品)

(通巻第18号)

編集者白 井禅 平

三重県伊勢市岩湖町84番地ノ2

真珠会館内

発行所 真 珠 研 究 会 伊勢部会
電話〔伊勢局代表)4147番

三重県伊勢市岩淵陀140

印刷所神都印刷株弐会社
電話(伊勢局)2230番
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